
令和７年度 行政相談の概要 

行政相談室では、県政全般についての相談、照会、要望、苦情などに応じています。 

令和７年度の行政相談の概要は、次のとおりです。 

■ 相談等の件数の推移 

 

○ 令和７年度の相談件数は１６２件でした。 

○ 相談等の種別では、相談４７件、苦情３０件、要望２１件、照会６４件となっています。 

※ この他、軽易な照会が、６７２件ありました。（内訳は後述） 
 

■ 分野別相談等の内容 

 

○ 令和７年度は、「保健・医療・福祉」（３８）、「交通・基盤」（３８）、「教育・スポーツ」(１９)が多く

なっています。 



■ 相談等申出者の住所 

 

○ 住所別では、県内の方が５４．３％、県外の方が１７．９％となっています。 

※ 県外には、海外４件が含まれています。 

 

 

■ 相談等の方法 ① 

 

○ 令和７年度は相談件数の９７．６％が電子メールによるものとなっており、電子メールの比率

は、平成２８年度以降９０％を超えています。 

※ 年度別電子メールの比率 

R６年度：９８．５％｜R5 年度：９５．８％｜R４年度：１００％｜R３年度：９９．５％｜相談等の方



法 ② 軽易な照会の場合  

 

○ 軽易な照会に用いられる媒体は、電話（３７７件、５６．１％）、電子メール（２７９件、４１．５％）、

来訪（１６件、２．４％）の順となっています。 
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